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金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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主な予算内訳
報

政

償金２，１００千円、

　

手数料３，７８５千円

策

等

１
健

３　

全

目標及び実績
指標名 単

な

位 平成28年度 平成2

財

9年度 平成30年度 平

政

成31年度 令和02年

運

度

活
動
指
標

法的措置件

営

数
件数

目標値 7 7 8 8

の

8

実績値 16 17 7

達

推

成度(%) 228.6

進

% 242.9% 87.

会

5% 0% 0%

目標値

実

計

績値

達成度(%)

成
果

一

指
標

住宅使用料収納率

般

（現年）
％

目標値 96

会

97 95 95 95

実績

計

値 96.5 97 96.

款

1

達成度(%) 100

土

.5% 100% 101

木

.1% 0% 0%

住宅使

費

用料収納率（滞納）
％

施

目標値 8.5 9 8 8 8

　

実績値 9.1 8.4 8

策

.6

達成度(%) 10

１

7.1% 93.3% 1

健

07.5% 0% 0%

全な財政運営の推進 会計・ 項 住宅費

予算区分

事

目 住宅管理費

取組方針 １
健全な財政運営の推進 大事業 住宅管理事業

中事業 収納率向上対策事業（住宅）

事業種別 継続 関連個別計画

事業年度 ～ 担当課・担当課長・Tel 住宅政策課 大河内　孝則 435-1099

事業実施の根

業

拠法令 公営住宅法・市営住宅条例規則・改良住宅条例規則 関連課 住宅第1課・住宅第2課・債権回収対策課

１　事業内容
（「誰・何」をどういう状態にするための事業か） 全体事業概要

事

チ

業
目
的

入居者間における家賃負担の公平性の確保を図る。 市営住宅における住宅使用料の滞納者に対して、収納率の向上を図るため滞納対策を行う。

事
業
内
容

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和02年

ェ

度

夜間、電話による催告や臨戸 公営住宅システムを活用し、 電話による催促、督促状及び 電話による催促、督促状及び 電話による催促、督促状及び

訪問による納付指導及び文書 家賃等の納付状況を随時

事

把握 出頭依頼書の郵送

ッ

務

、保証人へ 出頭依頼書

事

の郵送、保証人へ 出頭

業

依頼書の郵送、保証人

N

へ

催告や督促状の送付

o

、納付誓 し、未納状態

事

の世帯について の協力

業

依頼、戸別訪問による

名

の協力依頼、戸別訪問

[

による の協力依頼、戸

事

別訪問による

約不履行

ク

業

の者に対する法的措 電

基

話催告や臨戸訪問を行

本

い、 納付指導、悪質滞

情

納者に対す 納付指導、

報

悪質滞納者に対す 納付

]

指導、悪質滞納者に対

1

す

置、徴収員による個

0

別徴収。 新たな滞納増

5

加を防止する。 る法的

6

措置、徴収員による戸

シ

3

る法的措置等を行う。

収

る法的措置等を行う。

納

過年度滞納について、

率

必要に 別徴収等を行う

向

。

応じて職員及び徴収

上

員による

個別徴収を行

対

い、長期滞納者

や悪質

策

な滞納者について法的

事

措置を活用し対応する

業

。

ー

（住宅

２

）

　事業コスト

事業費等

事

（千円）
平成28年度

業

平成29年度 平成30

区

年度 平成31年度 令和

分

02年度

当初予算 決算

(

当初予算 決算 当初予算

1

決算 当初予算 決算 計画



性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい ○ 一部見直しが必要 見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か ○ 市が行うべき 他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む ○ 中長期的に取り組む 緊急性は薄い

[有効性]更に効果が期待できるか できる ○ あまりできない できない

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか ○ 達成している（90%以上） おおむね達成（70～90%未満） 達成していない（70%未満）

[有効性]上位施策への貢献度 重要かつ高い貢献度がある ○ 一定の貢献度がある 貢献度は低い

[効率性]事業費を抑制できるか ○ できない 制約はあるが可能性はある できる

[効率性]受益者負担の見直し ○ 適正 負担は求められない 見直しが必要

５　今後の方向性（担当課評価）

事
業
内
容
の
方
向
性

充実

現状維持 ○

縮小

廃止

ゼロ 縮小 現状維持 拡大

コスト投入の方向性

家賃負担の公平性を図るため、臨戸訪問による納付指導などを行うとともに、長期・高額滞納者に対し法的措置も含めた対

応をすることで、収納率の向上を行っ

４

た。

担当課評価の根拠

　

市営住宅を管理してい

事

る担当課と入居者の状

業

況について連携を図り

の

収納率の向上を目指す

評

。

見直し・改善内容

価
評価基準

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している ○ 横ばい 減少している

[妥当


